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規

則 

埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
二
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
児
童
福
祉
審
議
会
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
十
六
人
」
を
「
十
七
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
委
嘱
さ
れ
た
委
員
の
任 

 

期
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
ま
で
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
六
号 

 
神
川
町
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

神

川

町 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

令

和

四

年

度 

令

和

五

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 

地

籍

図

十

二

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

阿
久
原
十
三
地
区

（
大
字
上
阿
久
原

・
下
阿
久
原
の
各
一

部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
六
年
二
月

一
日 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
七
号 

令
和
五
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。 

 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

 

     

   

と
き
が
わ
町 

調
査
を
行
う
者
の
名
称 

西
平
四 

 
 
 

調

査

地

域

 
 

令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  
 
 
 

調

査

期

間

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る

た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い

う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

要
措
置
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
上
尾
市
中
分
四
丁
目
百
四
十
八
番
六
の
一
部
、
百
四
十
八
番
九
の

一
部
、
百
四
十
八
番
十
二
の
一
部
、
百
五
十
番
一
の
一
部
及
び
百
五
十
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

一
・
二
‐
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
及
び
ベ
ン
ゼ
ン 

三 

講
ず
べ
き
指
示
措
置 

 
 

一
・
二
‐
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 

 
 

ベ
ン
ゼ
ン 

原
位
置
封
じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め 

 
 



 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
十
九
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
上
尾
市
中
分
四
丁
目
百
四
十
八
番
七
の
一
部
及
び
百
四
十
八
番
八

の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
二
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
セ
キ
チ
ュ
ー
上
尾
店 

 
 

 

埼
玉
県
上
尾
市
須
ヶ
谷
一
丁
目
二
百
四
十
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

新
設
の
大
型
車
両
搬
入
口
に
つ
い
て
（
市
道
三
〇
七
九
四
側
に
設
置
予
定
） 

 
 

 
 

市
道
三
〇
七
九
四
側
か
ら
で
は
な
く
従
来
ど
お
り
三
〇
七
九
三
側
か
ら
搬
入
を
お
願
い 

 
 

 

致
し
ま
す
。
市
道
三
〇
七
九
三
か
ら
な
ら
、
搬
入
口
の
位
置
は
問
い
ま
せ
ん
。（
カ
ー
ブ
で 

 
 

 

見
通
し
が
悪
い
せ
い
か
、
変
更
前
の
図
面
上
の
市
道
三
〇
七
九
四
に
接
し
た
業
務
車
両
出 

 
 

 

入
口
は
、
長
年
施
錠
し
使
用
し
て
ま
せ
ん
。
セ
キ
チ
ュ
ー
の
開
店
直
後
よ
り
、
ゴ
ミ
収
集 

 
 

 

車
も
搬
入
車
も
市
道
三
〇
七
九
三
か
ら
荷
さ
ば
き
場
に
直
行
し
て
い
ま
す
。
） 

 
 

 
 

店
舗
数
が
増
え
、
新
設
の
「
大
型
車
両
搬
入
口
」（
騒
音
予
測
地
点
Ｄ
）
に
一
日
約
五
十 

 
 

 

台
ト
ラ
ッ
ク
が
通
行
予
定
で
す
。（
出
、
入
で
計
百
回
通
行
）
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
の
地
響
き
の 

 
 

 

よ
う
な
騒
音
、
排
気
ガ
ス
等
環
境
の
悪
化
を
懸
念
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

市
道
三
〇
七
九
四
は
通
行
量
が
多
く
、
右
折
入
出
庫
の
際
ト
ラ
ッ
ク
が
滞
留
し
ま
す
。 

 
 

 
 

新
設
の
「
大
型
車
両
搬
入
口
」
か
ら
の
専
用
通
路
が
急
勾
配
の
ス
ロ
ー
プ
と
な
り
、
走 

 
 

 

行
音
が
よ
り
大
き
く
な
り
ま
す
。
ま
た
傾
斜
地
で
水
が
貯
ま
る
場
所
の
た
め
、
側
溝
が
必 

 
 

 

須
で
す
が
、
格
子
状
の
金
属
製
の
側
溝
蓋
が
車
両
通
行
の
た
び
に
跳
ね
上
が
り
、
金
属
音 

 
 

 

が
響
き
ま
す
。 

 
 

 
 

市
道
三
〇
七
九
三
（
認
定
幅
員
五
・
八
～
五
・
八
六
メ
ー
ト
ル
）
は
小
学
生
の
通
学
路 

 
 

 

で
は
な
く
、
認
定
幅
員
と
は
別
に
水
路
を
蓋
が
け
し
た
歩
道
も
あ
り
ま
す
。
駐
車
場
計
画 

 
 

 

地
を
道
路
に
接
す
る
か
た
ち
で
私
道
と
し
て
継
ぎ
足
し
、
道
幅
を
広
げ
安
全
に
ト
ラ
ッ
ク 

 
 

 

が
通
行
可
能
な
よ
う
に
す
る
等
、
具
体
的
に
は
分
か
り
か
ね
ま
す
が
、
何
ら
か
の
手
段
で 

 
 

 

従
来
ど
お
り
三
〇
七
九
三
側
か
ら
搬
入
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。 

 
 

⑵ 

市
道
三
〇
七
九
四
側
の
住
宅
地
前
の
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
（
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
程
の
土 

 
 

 

盛
り
を
し
、
側
面
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁
壁
に
し
、
駐
車
場
の
端
は
芝
生
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス 

 
 

 

に
す
る
予
定
と
伺
い
ま
し
た
。
） 



 
 

 
 

騒
音
源
か
ら
の
距
離
を
確
保
で
き
る
よ
う
市
道
三
〇
七
九
四
側
の
住
宅
地
前
の
ス
ペ
ー 

 
 

 

ス
を
芝
生
の
駐
車
場
で
は
な
く
、
通
常
の
緑
地
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。 

 
 

 
 

来
客
の
自
動
車
か
ら
発
生
す
る
様
々
な
音
、（
騒
音
予
測
の
計
算
対
象
外
で
す
が
シ
ョ
ッ 

 
 

 
ピ
ン
グ
カ
ー
ト
の
金
属
音
等
）
を
懸
念
し
て
い
ま
す
。
舗
装
が
経
年
劣
化
す
れ
ば
自
動
車 

 
 

 

の
タ
イ
ヤ
の
擦
過
音
等
は
、
更
に
悪
化
し
ま
す
。 

 
 

⑶ 

駐
車
場
三
に
つ
い
て 

 
 

 
 

出
入
り
口
や
駐
車
場
内
の
車
両
が
通
行
す
る
場
所
に
側
溝
、
マ
ン
ホ
ー
ル
等
が
あ
る
場 

 
 

 

合
、
蓋
が
跳
ね
上
が
ら
な
い
よ
う
衝
撃
音
を
抑
止
す
る
対
策
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
ま
た
、 

 
 

 

な
る
べ
く
路
面
に
デ
コ
ボ
コ
や
段
差
が
な
い
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 

⑷ 

浄
化
槽
に
つ
い
て 

 
 

 
 

浄
化
槽
か
ら
音
、
振
動
は
で
ま
せ
ん
か
。
（
家
庭
用
浄
化
槽
で
す
と
、
エ
ア
ー
ポ
ン
プ 

 
 

 

が
二
十
四
時
間
稼
働
し
ま
す
。
）
ど
の
よ
う
な
設
備
な
の
か
分
か
り
か
ね
ま
す
が
、
ご
確 

 
 

 

認
、
配
慮
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 

⑸ 

交
通
安
全
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
道
三
〇
七
九
四
に
面
し
て
、
背
の
高
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁
壁
が
続
き
ま
す
。
見
通
し 

 
 

 

が
悪
い
場
所
の
為
、
交
通
事
故
の
発
生
を
懸
念
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

⑹ 

大
型
店
舗
の
周
辺
へ
の
影
響
は
大
き
く
、
長
期
的
に
継
続
し
ま
す
。
小
規
模
で
す
が
住 

 
 

 

宅
地
の
あ
る
市
道
三
〇
七
九
四
側
に
騒
音
等
が
軽
減
す
る
よ
う
配
慮
し
て
い
た
だ
き
ま
す 

 
 

 

よ
う
何
卒
お
願
い
致
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
二
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ロ
ヂ
ャ
ー
ス
新
座
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
一
―
五
百
九
十
七
―
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

交
通
問
題 

 

 
 

 

本
市
の
基
準
で
は
、
店
舗
面
積
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
一
台
以
上
の
駐
車
場
施
設

が
必
要
で
す
。
計
画
台
数
は
、
算
出
し
た
必
要
台
数
を
満
た
し
て
い
る
た
め
、
計
画
の
と

お
り
施
工
願
い
ま
す
。 

 
 

 

⑵ 

騒
音
問
題 

 
 

ア 

騒
音
規
制
法
及
び
振
動
規
制
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
特
定
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、 

 
 

 

当
該
施
設
の
設
置
工
事
の
開
始
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

ま
た
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
指
定
騒
音
施
設
及
び
指
定 

 
 

 

振
動
施
設
を
設
置
す
る
場
合
又
は
指
定
騒
音
作
業
を
実
施
す
る
場
合
は
、
当
該
施
設
の 

 
 

 

設
置
工
事
又
は
当
該
作
業
の
開
始
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

イ 

施
設
の
敷
地
内
に
お
け
る
自
動
車
走
行
等
に
よ
る
騒
音(

来
客
の
自
動
車
に
よ
る
も
の
、 

 
 

 

荷
さ
ば
き
作
業
の
た
め
の
車
両
か
ら
の
騒
音
を
含
む
。)

 

が
予
見
さ
れ
ま
す
。
つ
い
て 

 
 

 

は
、
注
意
喚
起
の
看
板
の
設
置
や
駐
車
場
の
夜
間
利
用
制
限
等
を
行
う
こ
と
で
、
騒
音 

 
 

 

の
発
生
を
低
減
す
る
こ
と
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。
さ
ら
に
、
周
辺
の
住
民
の
生
活
環
境 

 
 

 

の
保
持
の
観
点
か
ら
店
舗
利
用
者
や
従
業
員
に
対
し
注
意
喚
起
で
き
る
よ
う
施
設
の
敷 

 
 

 

地
内
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
看
板
の
設
置
を
行
う
よ
う
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

ウ 

店
舗
や
施
設
で
用
い
る
冷
却
塔
、
室
外
機
等
に
つ
い
て
は
、
騒
音
対
策
と
し
て
、
機 

 
 

 

器
周
辺
の
遮
音
効
果
を
高
め
る
こ
と
や
機
器
周
辺
の
吸
音
処
理
を
行
う
こ
と(

周
辺
の
壁 

 
 

 

に
吸
音
に
す
ぐ
れ
た
素
材
を
用
い
る
こ
と
等)

、
ま
た
、
低
騒
音
機
器
を
導
入
す
る
こ 

 
 

 

と
、
さ
ら
に
は
、
防
振
架
台
の
設
置
等
機
器
の
稼
働
に
伴
う
振
動
を
防
止
す
る
こ
と
等 

 
 

 

で
、
騒
音
の
発
生
を
低
減
す
る
こ
と
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

エ 

収
容
能
力
が
二
十
台
以
上
又
は
駐
車
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
自
動
車
駐 



 
 

 

車
場
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
基
づ
き
、
看
板
の
掲
出
等
に
よ
り 

 
 

 

駐
車
場
利
用
者
に
対
し
て
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
を
行
う
よ
う
周
知
し
て
く
だ
さ 

 
 

 

い
。 

 
 

 
 

な
お
、
看
板
に
よ
り
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
を
行
う
よ
う
周
知
す
る
場
合
は
、 

 
 

 

二
十
台
に
つ
き
看
板
一
枚
を
目
安
と
し
て
全
て
の
駐
車
場
利
用
者
に
認
識
さ
れ
や
す
い 

 
 

 

場
所
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑶ 

光
害
問
題 

 
 

 

サ
ー
チ
ラ
イ
ト
等
の
照
明
目
的
以
外
に
漏
れ
出
す
光
や
必
要
が
な
い
光
を
少
な
く
し
、 

 
 

不
要
な
光
の
氾
濫
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

ま
た
、
近
隣
住
民
か
ら
の
苦
情
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
誠
実
に
対
応
す
る
よ
う
努
め 

 
 

て
く
だ
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

新
座
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
デ
パ
ー
ト 

 
 

埼
玉
県
新
座
市
東
北
二
丁
目
三
十
二
番
十
二
号
外 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者 

 

の
氏
名 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

三 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
三
条
第
一
項
に
定

め
る
基
準
面
積
以
下
と
な
る
日 

 
 

令
和
六
年
三
月
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

箕
和
田
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

就
任 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

理
事 

関 

口 

和 

正 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
箕
和
田
百
四
十
一
番
地
一 

 
 

同 
 

関 

口 
 

 

隆 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
七
十
二
番
地
一 

同 
 

関 

口 

登
美
壽 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
三
番
地 

同 
 

吉 

川 

國 

平 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
十
三
番
地 

同 
 

渡 

邉 

順 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 
同 

 
 

 

十
七
番
地 

同 
 

渡 

邉 

典 
 

 

同 
 

同 
 

同 
 

 
同 

 
 

 

二
百
四
番
地
一 

同 
 

渡 

邉 

洋 

三 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
三
十
番
地 

同 
 

渡 

邉 

義 

勝 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
二
十
六
番
地 

監
事 

渡 

邉 

貴 

代 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
九
十
五
番
地
二 

同 
 

野 

口 

高 

義 

同 
 

同 
 

同 
 

 

大
字
川
角
千
百
六
十
三
番
地 

二 

退
任 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

理
事 

関 

口 

和 

正 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
箕
和
田
百
四
十
一
番
地
一 

同 
 

関 

口 
 

 

隆 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
七
十
二
番
地
一 

同 
 

吉 

川 

五 

郎 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
九
十
五
番
地
一 

同 
 

吉 

川 

國 

平 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
十
三
番
地 

同 
 

渡 

邉 

順 

一 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

十
七
番
地 

同 
 

渡 

邉 

典 
 

 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

二
百
四
番
地
一 

同 
 

渡 

邉 

洋 

三 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
三
十
番
地 

同 
 

渡 

邉 

義 

勝 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
二
十
六
番
地 

監
事 

関 

口 

治 

平 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

三
百
二
十
九
番
地
二 

同 
 

渡 

邉 

貴 

代 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

 
 

百
九
十
五
番
地
二 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
道
路
管
理
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
一
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区
、
中
央
区
、
浦
和
区
、
緑
区 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
寄
居
町
男
衾
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施

す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

寄
居
町
男
衾
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
・
出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
一
五
一
一
番
一
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
六
月
三
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
七
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
狭
山
市
笹
井
地
内
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
幸
手
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

幸
手
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
基
準
点
（
三
級
基
準
点
）
復
旧 

三 

作
業
地
域 

 
 

幸
手
市
（
下
吉
羽
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
九
号 

 
令
和
五
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
五
年
十
一
月
三
十

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
北
首
都
国
道
事
務
所
か
ら

通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
号 

令
和
六
年
一
月
十
二
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
四
十
九
号
で
告
示
し
た
坂
戸
都
市
計
画
都
市
計
画

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
、
区
域
区
分
に
関
す
る
公
聴
会
に
つ
い
て
は
、
公
述
申
出

書
の
提
出
が
な
か
っ
た
の
で
、
埼
玉
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第

三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
開
催
を
中
止
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
一
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

桶
川
市
上
日
出
谷
南
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

 



告

示 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

川 

裕 

嗣 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

和
光
志
木
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
新 旧 

旧 
新 
別 

 

朝
霞
市
岡
一
丁
目
九
七
八
番
一
地
先

か
ら
同
市
岡
一
丁
目
九
七
六
番
二
地

先
ま
で 

 
朝
霞
市
岡
一
丁
目
九
七
八
番
一
地
先

か
ら
同
市
岡
三
丁
目
九
七
八
番
五
地

先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

  

八
・
三
二
～ 

 
 

 

一
三
・
二
一 

   

八
・
三
二
～ 

 
 

 

一
一
・
七
四 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

五
七
・
四
五 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 
 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

川
越
北
環
状
線 

三 

道
路
の
区
域 



           

 

新 旧 

旧
新
別 

 

川
越
市
今
成
四
丁
目
二
六
番
二
八
地 

 

先
か
ら
同
市
今
成
四
丁
目
二
二
番
一 

 

九
地
先
ま
で 区 

 
 

間 

二
二
・
九
〇
～ 

 
 

 

三
九
・
二
六 

二
八
・
九
二
～ 

 
 

 

四
五
・
二
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
〇
二
・
七
一 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
道
の
一
部
は
、
川
越
市
に
引
き
継
ぐ
。 

備 

 

考 



 

告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

関 
 

 
 

 

宏 

 



 

 

川
越
栗
橋
線 

路 
 

線 
 

名 

久
喜
市
菖
蒲
町
菖
蒲
字
太
皷
田
六
〇
〇
一
番

三
地
先
か
ら
同
市
菖
蒲
町
三
箇
字
大
久
保
四

〇
〇
八
番
三
地
先
ま
で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

令
和
六
年
二
月
九
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

 

令
和
三
年
八
月
十
三
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸
県

土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号
で
告
示
し
た
道

路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
八
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



正

誤 

  
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
七
号
（
令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日
第
四
百
七
十
七
号
）

中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

後
ろ
か
ら
十
八 

 

誤 職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例 

 

正 、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例 
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